
特 記 仕 様 書 

第1章 総 則 

第1条 この特記仕様書は、道維第13号 宮下１号線舗装工事に適用する。 

第2条 本工事は、この特記仕様書によるほか鹿児島県土木部制定「土木工事共通仕様書」、土木

学会制定「コンクリート標準示方書」及び鹿児島県土木部制定「土木工事施工管理基準」、

「土木請負工事必携」、の最新のものによって施工するものとし、仕様書及び基準書等は現

場事務所に常備しなければならない。 

第3条 請負人は、本工事の着手前に必要な調査測量を行うとともに、概算数量実施設計書を確

認し、設計図書及び仕様書に疑義を生じた場合は、すべて監督職員と協議し、その指示に

従わなければならない。また、設計図書に明記してなくても構造上必要なものは、監督職

員の指示により施工するものとする。 

 第4条 請負人は、調査、施工計画、出来高成果、検査等のために専属して経験のある技術者を

常置し監督職員の要求に応じて報告しなければならない。 

第5条 本工事の工事数量は別紙「工事数量総括表」のとおりとする。なお、この数量に変更を

生じた場合は協議のうえ契約変更の対象とする。 

第6条 本工事着手前に総合工程表及び全体施工計画書（工事計画、保安計画、その他施工上必

要な事柄一切に関するもの）を提出し監督員の承諾を受けること。 

第7条 請負者は、監督員の指示する様式により沿道建築物及び井戸等の調査を事前と事後に行

い、調査結果を報告すること。 

第8条 工事中は歩行者及び車両の誘導のために誘導員を配置し、工事現場内と沿線の保安に努

めること。 

第9条 現場においては、現場事務所、仮設便所、材料置場、休憩所等を設置すること。 

第10条 請負者は、現場事務所に事務員を常駐させない場合は、緊急連絡のため現場代理人は携

帯電話等を携帯すること。 

第11条 工事施工に起因して通常発生する物件等の毀損補償及び騒音、振動、濁水、交通等によ

る一般的損失に係る補償は、本工事に含まれる。 

第12条 工事における安全・訓練等の実施について 

1 本工事の実施に際し、現場に即した安全訓練等の実施について、工事着手後、原則として作

業員の参加により月当たり半日以上、もしくは月当たり２回２時間以上の時間を割り当てる

ものとする。 

なお、下記の項目から実施内容を選択し、安全訓練等を実施するものとする。 



① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

② 本工事内容等の周知徹底 

③ 土木工事安全技術指針等の周知徹底 

④ 本工事における災害対策訓練 

⑤ 工事現場で予想される事故対策 

⑥ その他、安全訓練等として必要な事項 

2 安全訓練等に関する施工計画の作成 

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画

を作成し、監督員に提出するものとする。 

3 安全訓練等の実施状況を別紙報告書(工事月報及び実施状況写真等を含む)に記録し提出す

るものとする。 

第13条 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合 

1 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合 

現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下のいずれ

かの要件を満たす場合に、工事請負契約書第１０条第３項の「工事現場における運営、取締

り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、いずれの場合に

も連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全の義務（現場の巡回等）があるため、現

場代理人を設置しておくことは必要である。 

(1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの

期間 

(2) 工事請負契約書第２０条により工事が一時中止されている期間 

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作

のみが行われている期間 

また、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもので製作を行う

ことが可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの製作を一括して運営、取締り

を行うことができるものとする。 

(4) 前３号に掲げる期間のほか、請負者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手

続、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていない

期間 

2 発注者への報告 

上記１の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事

と兼務することを可能とするが、「工事打合簿」等により、工事現場において作業等が行われ

ていない期間を明確にしておくこと。 

第14条 現場代理人の兼任 

1 現場代理人の兼任を認める工事 

 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締のほか工事の

施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）を処理

する受注者の代理人であるが、次の（1）から（6）の全てを満たし、工事現場の兼任を認め

るものとする。 

  （1）それぞれの工事の当初請負代金額が4,000万円未満であること 

  （2）発注者又は、監督員と常に携帯電話等で連絡がとれること 

  （3）兼任出来る工事は2件とする。ただし、全ての工事がいちき串木野市発注の工事であ

り、かつ、現場の運営、取締り及び権限の行使に支障がない場合、災害の復旧工事に限

り、３件以内であれば兼任可能とする。 



  （4）兼任する工事は、工事現場の相互の間隔がおおむね10㎞以内の範囲 

  （5）発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと 

  （6）兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、1日1回

以上担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること 

2 手続き 

 現場管理人の兼任を行う場合には、「現場代理人の兼任(変更)申請」を提出し、発注者の承認

を得たのち、必要に応じ、現場代理人等選任(変更)通知書により、発注者に通知すること 

3 受注者に対する措置請求 

 安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約第

12条に基づき、受注者に対して、必要な措置を取るべきことを請求するものとする。 

第２章 工 事 施 工 

第1条 掘削 

1 掘削は補助員を配置しながらの機械掘削とする。 

2 補助員は土砂の切崩し・床均し・床掘等の作業を行うものとする。 

3 切土を行う場合、図書に示す土質区分に変更を生じた場合は原則として変更契約を行う。 

4 掘削最下部を掘取る場合は、床堀最下面以下の土砂をかく乱しないようにていねいに施工 

しなければならない。 

第2条 床掘（該当なし） 

1 掘削は補助員を配置しながらの機械掘削とする。 

2 補助員は土砂の切崩し・床均し・床掘等の作業を行うものとする。 

3 床掘及び切土を行う場合、図書に示す土質区分に変更を生じた場合は原則として変更契約を

行う。 

4 床堀は地質の状況により、必要に応じ土留め、締切りをしながら構造物を完全に施工できる

寸法で規定の深さまで掘下げなければならない。 

5 掘削最下部を掘取る場合は、床堀最下面以下の土砂をかく乱しないようにていねいに施工し

なければならない。 

6 床堀のうち、掘りすぎとなった部分は、砂又は砂利で監督員の指示に従って入念に埋戻さな

ければならない。 

第3条 埋戻し（該当なし） 

1 埋戻土は掘削土を流用し、構造物に変化を与えないようにして十分突き固めて埋戻さなけれ

ばならない。 

2 埋戻前に湛水等がある場合は必ず排水した後、施工しなければならない。 

盛土は掘削土を流用し、まき出し厚30㎝ごとに各層入念につき固め、最大乾燥密度の90%以

上になるように均一に締固めなければならない。不足土は購入土(シラス)とする。 

第4条 捨土 

1 残土は、それぞれの現場により運搬距離を計上してありますので適正に処理すること。場所

については、事前に監督員と打合せをすること。 

2 捨土処理に起因するトラブル、災害等については請負者がその責を負うものとする。 

  3 残土運搬する時は、過積載のないように注意すること。 



第4条 産業廃棄物 

1 建設廃材は下記により搬出すること。 

運搬距離  3.5km 

2 処分状況等の記録を完成書類に含めて提出すること。 

3 建設工事発注後、施工計画書提出時に監督職員と協議のうえ、建設残土の運搬距離の変更を

行うものとする。なお、運搬距離が設計距離を大幅に越える場合(おおむね2倍)は、理由

書等を完成書類に含めて提出するものとする。 

4 廃材処理は、下記の（1）または（2）に基づいて処理するものとする。 

(1) 廃材は工事現場内で可能な限り利用する。利用は、道路土工指針((社)日本道路協会)、

共通仕様書土木請負工事必携に基づいて行う。 

(2) (2) 工事現場内で可能な限り利用した後、更に残った廃材は、建設廃材処理業者表よ

り選定のうえ処理し、総括表及びマニフェストのE票の写しを完成書類に含めて提出

すること。 

 第5条 ダンプトラック等による過積載の防止について 

(1) 工事用資機材等のないようにすること。 

(2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 

(3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益

を不当に害することがないようにすること。 

(4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りす

ることがないようにすること。 

(5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下法

という）の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等へ

の加入者の使用を促進すること。 

(6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮

に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生さ

せたものを排除すること。 

(7) (1)から(6)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 

第３章 工 事 施 工 

第1条 施工検査 

下記の工事段階を終えたら監督職員の検査を受け、承認を得なければならない。

1 プルフローリング 舗装前の確認 

2 平坦性試験    舗装後 

第２条 下検査 

  本工事が完成した時は、工事検査の前に監督員の下検査を受けなければならない。 

第3条 工事検査 

1 工事の既済部分検査、完成検査にあたっては現場代理人及び主任技術者が立会の 

上、検査を受けなければならない。 

2 請負者は、検査のため必要な資料の提出、測量、その他の処理につき、検査職員 

の指示に従わなければならない。 

3 検査において不合格となった箇所が既済部分であっても手直しを命ずることがで 

きる。 



第4条 規格値 

 品質及び出来形は、本仕様書で定める他は別に定める規格値を満足するものとする。 

第４章 施工・技術管理 

第1条 施工管理 

 請負者は、別に定める土木工事施工管理基準により施工管理を行いその記録を提出しなけ

ればならない。 

第2条 工事現場管理 

1 請負者は、工事施工中監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び水陸交通の妨害となる

ような行為または、公衆に迷惑を及ぼす施工方法をしてはならない。 

2 請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよ

う監督職員と協議のうえ、必要な防護工等の措置を施さなければならない。 

3 上記構造物に対して損傷を及ぼした時は監督職員と協議のうえ監督職員が必要と認めた時

は請負者の責任において原形復旧するものとする。 

4 火薬類を使用し工事を施工する場合は、あらかじめ監督職員の承認を得なければならない。 

5 請負者は工事現場の一般通行人の見易い場所に工事名、期間、事業主体名、工事請負者名、

電話番号及び現場責任者氏名を記入した大型の工事標識板を設置するものとする。特に道路

に係る工事の施工にあたっては交通の安全について監督職員、道路管理者及び所轄警察署と

協議し道路標識令、道路工事現場における標示設置等の設置基準に基づき交通安全について

必要な処置を講じなければならない。 

第3条 工事検査 

1 工事の既済部分検査、完成検査にあたっては現場代理人及び主任技術者が立会のうえ検査を

受けなければならない。 

2 請負者は、検査のため必要な資料の提出、測量、その他の処置につき、検査職員の指示に従

わなければならない。 

3 検査において不合格となった箇所が既済部分であっても手直しを命ずることができる。 

第4条 工事写真 

1 請負者は工事の進行とともに請負者の負担において次の記録写真を撮影し、工事完成後監督

職員へ提出しなければならない。 

(1) 工事施工状況一般 

(2) 完成後外面から明視できない箇所 

(3) その他特に監督職員が指示した箇所 

2 撮影の際は、できるだけ被写体の寸法がわかるようにスケール(巻尺、ポール、箱尺等)を同

時に撮影しなければならない。 

3 工事写真にデジタルカメラを使用する場合は、有効画素数を１２０万画素以上、プリンタ

ーはフルカラー６００ｄｐｉ以上とし、インク・用紙等は通常の使用条件のもとで3年間

程度に顕著な劣化が生じないものする。 

4 現行のカラ－写真と電子媒体による写真の混合管理は原則として行わないこと。 

5 電子媒体の保存は、５年間とする。なお保存仕様については下記事項を参照に監督員と協

議すること 

(1) 記録画像ファイル形式はＪＰＥＧ形式（非圧縮～圧縮率１／8まで）とすること。 

(2) 電子媒体は、原則としてＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ（230MB）としこれ以外の電子媒体の場合

については、監督職員の承諾を得るものとする。 



(3) 請負者は、電子媒体による工事記録写真の撮影・整理等を行う場合において、監督員の

指示があった場合は、その指示のあった工種について、電子媒体以外の通常の撮影手段に

よる撮影・整理を行わなければならない。 

第5条 鹿児島県土木部が定めた「土木工事施工管理基準」によって請負者は、管理基準にもう

けた必要項目を決定し十分な管理を行わなければならない。 

第５章 安全管理 

第1条 請負者は、労働安全衛生法及び同法に基づく命令の規定を尊守し安全確保につとめなけ

ればならない。又請負者は、工事期間中、有能な安全巡視員または、安全管理員を配置し、

工事現場における安全に関する巡視・点検連絡調整等工事地域内全般の監視及び連絡を行わ

せ、安全確保につとめなればならない。 

第6章 公害防止等のための措置 

第1条 請負者は工事の着手前に、本工事によって影響を受ける恐れのある地域内の地物の事前調査

を行わなければならない。 

又、請負者は、本工事の施工にあたり騒音、振動等を少なくするほか散水、その他、飛砂塵介

の出ないよう措置をとらなければならない。 

第 7章 工程の調整及び現地立会い確認 

 第 1条 工程の調整 

    工事の工程については、他工事の施工者と密接な連絡をとり、工事に遅滞の生じないように調整し

なければならない。 

 第 2条 工事の現地立会い確認 

    工事施工段階の現地立会いは、監督職員と書類にて協議し日程及び場所を調整しなければならな

い。 

第8章 基準点管理 

   (1) 調査  工事前に任意基準点を設置し測量を実施すること。 

   (2) 現地に任意の仮BMを設置してあるので、これを使用すること。 

第9章 工事現場の現場環境改善（該当あり） 

1 工事現場の現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報

活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するものである。請負者はこの趣旨を理解

し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施すること。 

2 現場環境改善については、別表－1 の内容のうち、原則として各計上費目（仮設備関係、営繕関係、

安全関係及び地域連携）ごとに 1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基

本として実施すること。 

3 現場環境改善においては、木製資材の積極的な使用に努めること。 

4  現場環境改善の具体的な実施内容及び実施時期について、施工計画書へ記載し提出すること。 

5  工事完了時には、現場環境改善の実施写真を提出すること。 

6  工期設定に関しては、現場環境改善の準備に必要な期間を考慮すること。 

別表－１ 



計上費目 実施する内容（率計上分） 

仮設備関係
１. 用水・電力等の供給設備，２.緑化・花壇用水、３.ライトアップ施設 

４. 見学路及び椅子の設置，５.昇降設備の充実，６.環境負荷の低減 

営繕関係 

１. 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

２. 労働宿舎の快適化，３.デザインボックス（交通誘導警備員待機室） 

４. 現場休憩所の快適化，５.健康関連設備及び厚生施設の充実等 

安全関係 
１. 工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 

２. 盗難防止対策（警報器等），３.避暑（熱中症予防）・防寒対策 

地域連携 

１.完成予想図、２.工法説明図、３.工事工程表  

４.デザイン工事看板（各工事PR看板含む）  

５.見学会等の開催（イベント等の実施含む）  

６.見学所（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）の設置及び管理運営  

７.パンフレット・工法説明ビデオ  

８.地域対策費（地域行事等の経費を含む），９.社会貢献 

別表－２ 

現場環境改善実施内容に関する名称 損耗率 

緑化・花壇，完成予想図，工法説明図，工事行程表 

パンフレット・工法説明ビデオ １００％（箇所） 

デザイン工事看板  １０％（/月） 

ライトアップ施設   ８％（/月） 

電光式標識   ４％（/月） 

備品類   ２％（/月） 

※ 上表は工事場所，工事時期及び使用条件を考慮して割増しすることができる。 

※ 類似品は上表損耗率を準用できる。 

※ 一工事において、損耗率が１００％を越える場合は、上限値は１００％とする。 

※ 設置月数は、工程から求めるものとし、０．５ヶ月単位（２捨３入）とする。 

ただし、１５日未満は０．５ヶ月とする。 

第 10章 提出書類 

 第 1条 請負者は工事の進捗状況により、次に定める施工管理に係る図書を整理のうえ、監督職員に提

出しなければならない。 

(1) 品質管理  管理図表及び総括表 

   (2) 出来形管理 出来形管理図、写真管理資料 

   (3) 工事管理  工程管理資料 

第 11章 前払金 

第１条  請負代金額が100万円以上の契約については、４０％の範囲内で前払金を請求すること

が出来る。 

第 12章 工事の施工 

第１条 指定副産物の搬出 

１ 事現場内で可能な限り利用した後、更に残った建設廃材は、下記の処分場に運搬し、マニュ

フェストのＥ票の写し及び総括表を完成書類に含めて提出すること。 

        （残土処分・AS殻・Co殻） 

        ・南国殖産（株）  いちき串木野市荒川40    TEL 0996-32-3238 

        ・南洲砕石（株）  日置市東市来町養母18115 TEL 099-274-9137 



     ２ 上記の指定により難い場合は、監督員と協議の上、その指示によること。 

      ３ 元請業者以外が建設廃材の収集、運搬を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を有す

るものに委託すること。 

  第２条 再生資源利用促進計画書（実施書） 

       再生資源利用促進計画書（別紙・様式－１）及び再生資源促進計画書（別紙・様式－２）を作

成し、施工計画書に含めて提出すること。また、実施状況の記録を完成書類に含めて提出す

ること。（データはCＤにて提出） 

第３条 定期点検 

      １ 請負業者は、車両系建設機械については、１年以内ごと１回、定期的に自主検査等を行わ

なければならない。 

      ２ 請負業者は、使用機械ならびに車両等の始業前点検がなされ、管理しなければならない。

またその記録は、完成書類に含めて提出すること。 

  第４条 着工前測量 

      １ 概算数量による設計のため、請負者は、着工前測量を必ず行い、その結果を必ず監督員

に報告しなければならない。 

      ２ 着工前測量を行う際に、既設護岸の根入長を必ず確認すること。 

      ３ 工事箇所1箇所あたり図面作成費を 3枚計上している。監督員と協議の上作成すること。 

  第５条 竣工図 

       請負者は、工事竣工後すみやかに、平面図、縦断図、横断図、構造図等の竣工図を提出し

なければならない。その際、監督員の指示に従った様式で提出しなければならない。 

第６条 舗装切断作業に発生する排水処理について  

１ 舗装切断作業に伴い、切断機から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断  

機械により回収し、産業廃棄物として適正に処理しなければならない。産業廃棄物の排出

者（受注者）が産業廃棄物処理を委託する際、排出事業者(受注者)は、その責任において、

必要な廃棄物情報（成分や性状等）を把握し処理業者に提供するものとする。 

２ 当該排水処理に関し、必要な経費については、監督員と協議のうえ、設計変更の対

象とする。

第13章  その他 

   第１条 排出ガス対策型建設機械の使用 

        本工事において以下の対象機種を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械または｢排

出ガス浄化装置｣装着機械の使用を原則とする。ただし、①リース業者等が対策型建設機械

を供給できない場合､②自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用すること

が妥当でない場合等は、監督員との協議により、未対策型建設機械を使用してもよいものと

する。ただし、設計変更の対象とする。 

       (1)バックホウ,(2)ホイルローダ,(3)ブルドーザ,(4)発動発電機,(5)空気圧縮機,(6)油圧ユニッ

ト,(7)ローラ類,(8)ラフテレーンクレーン 

        なお、排出ガス対策型建設機械または｢排出ガス浄化装置｣装着機械の使用の有無を施

工計画書に明示し、工事完成図書に写真を添付すること。 

  第２条 工事月報 



        工事の進捗状況が把握できるよう、毎月工事月報を翌月初めに必ず提出しなければなら

ない。 

  第３条 工事打合せ 

        請負者が契約書及び設計図書に基づく協議、通知提出、報告等に関しては、工事打合せ

書（別紙・様式－３）にその旨を記入し監督員に提出しなければならない。緊急の場合を除い

ては、打合せ等は原則として書面による打合せとする。 

第４条 緊急連絡 

      請負業者は、現場事務所に事務員を常駐させない場合は、緊急連絡のため現場代理人は

携帯電話又はポケットベル等を携帯すること。 

第５条 施工体制台帳及び施工体制図の作成 

      請負者は、工事を施工するために締結した下請け代金の総額が３，０００万円以上の工事、

または、請負金額１，５００万円以上の工事で工事の一部を下請けに付する工事については、

建設業法第２４条の７により、作成することが義務付けられている。ただし、本市発注の工事

においては請負代金に関係なく施工体制台帳及び施工体制図を作成し監督員に提出しな

ければならない。施工体系図は、現場事務所で公衆の見やすい場所に掲げなければならな

い。なお、様式には管理技術者、主任技術者（下請けを含む）及び元請負の専門技術者（専

任している場合のみ）の顔写真、氏名、生年月日、所属会社名も記載するものとする。 

第６条 工事用名札 

      請負者は、管理技術者、主任技術者（下請けを含む）及び元請負の専門技術者（専任して

いる場合のみ）に、工事現場内において工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入

った名札を着服しなければならない。（名札の大きさは名刺サイズ以上とする。） 

第７条 緊急保安体制 

      台風、集中豪雨等の不足の事態が発生した場合は、全作業を中止し、路上の整理や資料

の片付けを行い、総員にてその対応に当たるべく努力すること。なお、土のう袋、スコップ、消

火器等の緊急時に必要な道具は常に現場事務所に備えておかなければならない。 

第８条 住民への周知 

      請負者は、本工事の着工前に工事区間の地区公民館長・付近の公的機関等に、工事内容

説明を行わなければならない。また、工事区間の住民には、数日前に工事の予告をするこ

と。 

第９条 交通整理員の配置（該当なし）

    １  当該工事区間のうち、片側交互通行により施工する箇所については、交通整理員を 

名配置するものとする。 

    ２  工事完了後、完成図書に実際の配置日数が分かる書類を添付すること。 

第 10条 地下埋設物について 

    １  水道管等の地下埋設物については、工事着手前に関係機関と協議をして位置の確認

を済ませることとし、協議結果を施工計画書に添付すること。 

    ２  掘削の際は細心の注意にて作業を行い、水道管等を破損させてはならない。万が一、水

道管等を破損させた場合は、請負者の負担にて速やかに復旧させなければならない。 



第11条 第三者保険等について 

    １  工事目的及び工事材料については、火災保険、建設工事保険その他の保険に加入し 

      なければならない。 

    ２  加入している保険等の証券または、これに代わるものと提示し、業務着手届に写しを 

      添付しなければならない。 

第 12条 事前調査について 

    １  工事施行箇所において民家付近もしくはブロック塀等構造物がある場合は工事着手 

前、工事完了後において構造物等、状況写真を撮影し所有者へ確認立会のうえ立会 

状況の写真を撮影し、工事完了写真に添付すること。 

第 13条 環境センターへの周知 

      請負者は、本工事の着手前に工事区間及び工事内容について、環境センターに周知 

    を行い、収集場所等を調整すること。 

第 14条 「週休2日」試行工事について 

本工事は、週休 2 日の試行対象工事である。試行にあたっては、『「週休 2 日」試行工事要

領』に基づき行うものとする。実施要領は、鹿児島県ホームページから取得できる。また、実

施予定の現場は、工事着手前に監督員と協議し、実施手続をおこなうこと。 

第 15条 「情報共有システム活用」試行工事について 

本工事は、情報共有システム活用の試行対象工事である。試行にあたっては、「情報共有

システム活用工事試行要領」に基づき行うものとする。試行要領は、いちき串木野市ホーム

ページから取得できる。また、活用の意向を施工計画書提出前に監督員と工事打合簿によ

り協議し、実施の有無を決定するものとする。 

第 16条 「電子納品」試行工事について 

本工事は、電子納品の試行対象工事である。試行にあたっては、「いちき串木野市電子納

品の手引き（案）」に基づき行うものとする。手引き（案）は、いちき串木野市ホームページか

ら取得できる。また、活用の意向を施工計画書提出前に監督員と工事打合簿により協議し、

実施の有無を決定するものとする。 

     第 17条 他事業との調整について 

         当該工事に関連して、他事業による工事が実施される場合は、連絡調整および事業の 

進捗との調整のうえ工事への影響が遅滞することなく実施すること。 

第 18条 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について 

    落札者（随意契約の場合にあっては、契約の相手方）は、建設業法（昭和24年法律第100 

号）第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発 

生するおそれがあると認めるときは、落札決定（随意契約の場合にあたっては、契約の相手 

方の決定）から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の 

把握のため必要な情報と併せて通知すること。 



第19条 概算数量発注について 

    １ 本工事は平面図、標準断図により概算数量を算出して積算したものであり、設計数量は 

工事計画図書により確定するものとする。 

2 工事図書とは、契約後、受注者が現地調査委および測量を行い、結果をとりまとめた平 

面図、縦断図、横断図、小構造物図等の図面および数量をいう。 

      詳細は，鹿児島県が公表していうる概算数量発注要領による。 

    3 本工事の工期には，工事計画図書の作成に要する日数として，15日を付与している。 

    4 受注者は本工事に関して疑義が生じた場合には，監督員に連絡し協議すること。 


